
令和７年度税制改正（退職所得関連）
に伴う事務の変更点について



令和７年度税制改正（退職所得関連）に伴うＤＢ年金の対応について

退職所得関連の改正点（令和８年１月施行）の概要と事務やシステムの変更内容

についてご案内いたします。

【ポイント】

    ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。 

    

 

0120 -307 081  

年金サービス室 受付時間：月～金曜日 午前９時～午後５時 

     （祝日・12/31～1/3を除く） 

2025年12月

住友生命保険相互会社

確定給付企業年金
ご契約者さま

事務担当者さま向け情報提供サイト
「ＤＢ年金事務サポートＮａｖｉ」
（↑リンクあり）を当社公式ホーム
ページに公開中！

◆税額発生有無に関わらず、居住者である退職所得の受給者全員について、
『マイナンバー（個人番号）』をＤＢオンラインサービスで通知いただきます。

◆課税年分が令和８年以降となる退職所得から適用されます。
（課税年分が令和７年以前となる場合、マイナンバーの通知は不要です。）

https://www.sumitomolife.co.jp/corporative/service/nenkinweb.html


令和７年度税制改正（退職所得関連）対応について

主な改正内容
適用
開始日

頁 内容補足

１．「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
の税務署・市区町村あて提出対象者の変更
（退職所得となる一時金支払時にも「マイナンバー」が必要となる対応）

【課税年分】
令和８年分～

２

・全ての居住者について、税務署・市区町村あて「退職所得の
源泉徴収票・特別徴収票」を提出することとなるため、源泉
徴収票・特別徴収票への記載を目的とした「マイナンバー
（個人番号）」の取得やＤＢオンラインサービスでの通知が
必要となります。

ａ．改正前後の相違点（再録）

ｂ．マイナンバー入力について（ＤＢオンラインサービスでの通知方法） ３
・退職所得となる一時金支払手続時におけるマイナンバー
入力事務やシステム変更内容についてご確認ください。

ｃ．マイナンバーの通知が必要となるケースについて【課税年分の判定】 ４

ｄ．「個人番号通知書」を用いたマイナンバー通知事務について 6
・ＤＢオンラインサービスを用いずに紙帳票である「個人番号通
知書」を使用してマイナンバーを通知するケースについてご確
認ください。

２．退職所得の源泉徴収票等の様式改正
（レイアウト変更）

【課税年分】
令和８年分～

７
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」について、様式が一
部変更されます。
（『番号』欄の追加）

３．退職所得控除額の計算の特例変更
（企業型ＤＣ・iDecoの老齢一時金）

【支払日】
令和8年1月1日
以降～(先順位の
DC老齢一時金）

9 ・退職金の支給を受けた年の前年以前９年以内にＤＣの老
齢一時金の支給を受けている場合、退職所得控除額の計
算について調整が必要となります。

・「退職所得の受給に関する申告書」の様式が改正され、Ｄ
Ｃの老齢一時金の支給分については保存期間が１０年に
変更となります。

ａ．改正前後の変更点（再録）

ｂ．退職所得の受給に関する申告書（様式・保存期間の変更） 10

13ｃ．ＤＢオンラインサービス「通報書」の活用について

令和7年度税制改正では退職所得関係について改正が行われます。

主な改正内容は以下のとおりであり、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲や、退職所得控除額の
調整について見直しがなされました。事務やシステムの変更内容について、詳細をご案内いたします。
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・改正前は源泉徴収票等について、受給者が役員の場合には受給者本人への交付及び税務署・市区町村への提出が必要でしたが、

受給者が従業員の場合（役員でない場合）は税務署及び市区町村への提出は不要とされていました。

・改正後は受給者が役員・従業員の別にかかわらず、受給者への交付及び税務署・市区町村への提出が必要となります。

・本改正に伴い、全ての居住者について源泉徴収票等の作成を目的としたマイナンバーの取得およびＤＢオンラインサービスでの通知

が必要となります。

１．「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の税務署・市区町村あて提出対象者の変更

（退職所得となる一時金支払時にも「マイナンバー」が必要となる対応）

２

ａ．改正前後の変更点（再録）

➢ 令和８年の課税年分（退職日が令和８年１月１日以降等）より『全ての居住者』について税務署・市区町村あて提出が必要

となり、対象者のマイナンバー（個人番号）をＤＢオンラインサービスで通知いただきます。

➢ 原則 退職金の支給後1ヶ月以内に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」（以下、「源泉徴収票等」と言います。）の交付・提

出が必要となります。（ＤＢ一時金の源泉徴収票等の税務署・市区町村あて提出は住友生命で行います。）

対象者（受給者） 原則の提出期限 例外の提出期限

改正前 法人の役員である居住者
退職後１ヵ月以内

（役員が退職する都度）
その年中に退職した受給者（役員のみ）に係る源泉徴収票
をまとめて翌年１月３１日まで

改正後 全ての居住者
退職後１ヵ月以内

（居住者が退職する都度）
その年中に退職した受給者（役員、従業員等含む）に係る
源泉徴収票をまとめて翌年１月３１日まで

所轄税務署長に提出が必要となる「退職所得の源泉徴収票」の対象者・提出期限等



３

ｂ．マイナンバー入力について（ＤＢオンラインサービスでの通知方法）

裁定決議書作成画面

コード 処理結果（ECW）内容 解決方法

W4831L

支払調書作成対象であるため、加入者の個人

番号が必要です。

【支払調書の作成対象要件】

　退職所得：支払金額に関わらず作成対象※

　一時所得：一時金額１００万円超

　非居住者に支払う一時金

　：一時金額５０万円超

※令和８年以降が課税年の退職所得は個人番

号の入力が必要です。

加入者の個人番号の提出が必要なお手続きです。

お手数ですが、加入者から個人番号の提供が受けられない

場合（提出拒否など）以外は、加入者の個人番号を取得い

ただき『個人番号入力』画面より個人番号を入力ください。

こちらのボタンから入力

課税年分が令和７年以前となる場合（令和８年にお支払する場合であっても、令和７年中の退職により、令和７年分
の課税となる場合等）、マイナンバーの入力は不要ですので、そのまま工程を進めてください。

ご留意点

・決裁者が「実行」ボタンを押下後、マイナンバーの閲覧は不可となります。
・入力いただいたマイナンバーは暗号化したうえでシステムに保存されます。

技術的安全管理措置

１．「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の税務署・市区町村あて提出対象者の変更

（退職所得となる一時金支払時にも「マイナンバー」が必要となる対応）

裁定決議書作成画面におけるマイナンバー入力手順や、画面に表示されるワーニングの内容は以下のとおりとなります。

マイナンバーの入力がない場合、一律ワーニング文言が出力されますので、課税年分をご確認いただいたうえで工程を進めてください。

ワーニングの内容

マイナンバーの入力がない場合、入力をお願いする文言
とあわせて『ワーニング（W4831L）』が出力されます。



令和８年令和２年

ｃ．マイナンバーの通知が必要となるケースについて

課税年分の判定について
マイナンバーの通知は課税年分が令和８年以降となる退職所得の受給者について必要となります。

課税年分は原則として退職日の属する年分となりますが、繰下終了時または年金に代えて受ける一時金を支給するときで、退職時に他の退
職手当等として支給されたものがないときは、繰下終了日や年金一時払いの支払日の属する年分となります。以下ご参照ください。

１．「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の税務署・市区町村あて提出対象者の変更

（退職所得となる一時金支払時にも「マイナンバー」が必要となる対応）

【年金受給中の一時払】（所得税法基本通達31-1、30-4）

退職後、年金の受給開始後に将来の年金給付の総額に代えて一時金の支給を受ける場合、退職時に退職手当等の支給を既に
受けているか否かにより課税年分が異なります。

(1)既に支給を受けている場合

課税年分は既に支払われた退職手当等の支給期（退職日）の属する年分となります。

(2)支給を受けていない場合

課税年分は年金に代えて一時金を支給した支給期（支払日）の属する年分となります。

【繰下終了時の一時金】（所得税法基本通達31-1、30-4）

上記の【年金受給中の一時払】と同様に、退職時に退職手当等の支給を受けているか否かにより課税年分が異なります。
退職時に退職手当等の支給を受けていない場合、課税年分は繰下終了日の属する年分となります。 4

退職手当等
支給あり

年金に代えて
一時金支給

年金受給中

課税年分：令和２年分

令和８年令和２年

退職手当等
支給なし

年金に代えて
一時金支給

年金受給中

課税年分：令和８年分



5

１．「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の税務署・市区町村あて提出対象者の変更

（退職所得となる一時金支払時にも「マイナンバー」が必要となる対応）

整理表

ｃ．マイナンバーの通知が必要となるケースについて

改正内容を反映した請求内容毎のマイナンバー（個人番号）の通知要否について、以下のとおり整理しております。

（ＤＢオンラインサービスの裁定決議書作成画面における「画面ガイド」でも12月22日より以下の内容を確認いただけます。）
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１．「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の税務署・市区町村あて提出対象者の変更

（退職所得となる一時金支払時にも「マイナンバー」が必要となる対応）

ｄ．「個人番号通知書」を用いたマイナンバー通知事務について

マイナンバーの取扱いを外部の団体に委託されている事業主様においては、委託先の団体様へ令和８年分以降の支払いより

退職所得に係る全受給者分のマイナンバーについてＣＰＢＳ社あてに通知が必要となる旨をお伝えください。

（ご参考：「個人番号通知書」の使用局面、ご留意点）

以下のケースにおいて、ＣＰＢＳ社へ個人番号を通知いただく際にご利用ください。

１．受給者の個人番号に変更が判明した場合
２．支払指図後に受取人等の個人番号が判明した場合
３．「失権決議書兼未支給給付裁定決議書（受給中）」にて、未支給給付の支払指図をした際、
未支給給付額が１００万円超となった場合

４．その他（ＤＢオンラインサービスでは個人番号を通知できない場合 等）

＜ご留意点＞
「特定個人情報の記載がある書類」をＣＰＢＳ社へお送りいただく際は、紛失等の事故を防止する
ため、追跡が可能な「特定記録」「簡易書留」等の利用が考えられます。特定個人情報を適切に
取扱いいただきますよう、お願いいたします。

委託先の団体様からＣＰＢＳ社あての通知方法につきましては、従来通り

「個人番号通知書」をご利用ください。

（「個人番号通知書」はＤＢオンラインサービスの『お手続き帳票（ひな型）』

に掲載しております。）
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２．退職所得の源泉徴収票等の様式改正（レイアウト変更）

➢ 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」について、様式が一部変更されます。（『番号』欄の追加）
（『区分』と『支払金額』間に『番号』欄が追加されます。DBの一時金（退職所得）は支払金額等記載行に「１」を表示します。）

「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」改正後

■税務署・市区町村あて提出用

『番号』欄の追加『番号』欄の追加

■受給者交付用
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２．退職所得の源泉徴収票等の様式改正（レイアウト変更）

「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を記載している「確定給付企業年金 お支払通知書」を改訂します。

【確定給付企業年金お支払通知書の改訂について】

「確定給付企業年金 お支払通知書」（見開きハガキ）：受給権者に送付される帳票のイメージ

受給者へ交付する「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」には
マイナンバーは記載されません。

ハガキ表面 ハガキ見開き面



3．退職所得控除額の計算の特例変更
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➢ 退職手当等の一時金の支払を受ける年の前年以前9年内（改正前：４年内）に、DCの老齢一時金を受給している場合には、退職

所得控除額の計算上、勤続年数等の重複を排除して退職所得控除額を計算するように変更されます。

➢ 令和８年1月以降にDCの老齢一時金の支払を受け、同日以後に支払を受けるべき退職手当等に適用されます。

改正前

改正後

ＤＢ一時金の支払いを受ける“前年以
前４年以内”にＤＣの老齢一時金
（iDeco等）を受け取っていないため、
退職所得控除額の調整対象外

調整対象へ変更

ａ．改正前後の変更点（再録）

ＤＣ ＤＢ入
社

５課税年度前

ＤＣ ＤＢ入
社

５課税年度前

前年以前５～９課税年 前年以前４課税年 当年

ＤＣの老齢一時金の支払が
令和８年１月１日以降の場合



3．退職所得控除額の計算の特例変更
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◆退職所得の受給に関する申告書の新様式（令和８年分から使用します。）

ｂ．退職所得の受給に関する申告書（様式・保存期間の変更）

退職所得の受給に関する申告書『C欄』

➢ 退職金の支給を受けた年の前年以前９年以内にＤＣの老齢一時金の支給を受けている場合について申告書のＣ欄に反映する必要が生

じるため、文言等の変更がなされます。また、Ｅ欄に「老齢給付金」欄が追加されています。

改正前

改正後



3．退職所得控除額の計算の特例変更
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ｂ．退職所得の受給に関する申告書（様式・保存期間の変更）

◆退職所得の受給に関する申告書の保存期間を現行：７年⇒１０年に変更

退職所得の受給に関する申告書『Ｅ欄』

➢ 保存期間の変更が適用されるのは『ＤＣ老齢一時金の支給時に使用される申告書』に限定されており、ＤＢは影響ありません。

改正前

改正後

「申告書の書き方」に「11」が追加

Ｃ欄等の対象となる退職手当等がある場
合で、該当支払を受けた退職手当等がDC
の老齢一時金である場合、「○」を記入する
欄が追加



3．退職所得控除額の計算の特例変更
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・給付金支払時に「退職所得の受給に関する申告書」（以下、「申告書」と言います。）を提出する際は、
変更後の申告書をご使用ください。

・様式変更後の申告書は、ＤＢオンラインサービスより取得可能です。
（『お手続き帳票（ひな型）』に12月22日より掲載します。）

ｂ．退職所得の受給に関する申告書（保存期間・様式の変更）

ご依頼事項

「退職所得申告書（令和８年以降課税年分用）」
を追加掲載します。



3．退職所得控除額の計算の特例変更
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c．ＤＢオンラインサービス 通報書

オンラインサービス通報書画面『C欄』

➢ 退職所得の受給に関する申告書は令和８年分より改正されますが、ＤＢオンラインサービスの通報書画面の変更につきましては次年度以

降に実施する予定としております。

➢ ９頁に記載のとおり、税制改正により新たに調整対象となる方は令和８年から５課税年後のDB支払からとなりますので、令和８年以降

も当面の間、現在の通報書画面で税額計算上の必要な事項は満たされます。令和８年分以降も現在の通報書を引き続きご利用いただ

けます。

➢ マイナンバーを決議書作成画面より入力のうえ通報書をご利用いただければ、マイナンバーを記載した紙帳票の「退職所得の受給に関する

申告書」の郵送は必要ございません。引き続き、通報書機能のご活用をお願いします。

オンラインサービス通報書画面『E欄』

次年度以降、説明文言等の変更
を行う予定です。

通報書画面全体



アンケートへのご協力をお願いいたします。

視聴された動画右横の「アンケート」リンクをクリックのうえ、
ご回答をお願いいたします。

（１分ほどで完了する簡単アンケートです。）


